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保険料の被保険者均等割額が、７割軽減の世帯
　の人は一律「8.5割軽減」になります。
　（対象：【軽減額】が33,999円の人）
　■特別徴収（年金からの天引きの場合）
　…８月まで年金からお支払いいただく人は、10
　　月から保険料の天引きを行いません。
　■普通徴収（納付書納付の場合）
　…７月納期分は７月中旬お届けの納付書で納め
　　てください。８月以降は８月中旬にお届けす
　　る新しい納付書での納付をお願いします。

基礎控除後の総所得金額などが58万円以下の   
　人は、所得割額が50％軽減されます。

　（対象：【賦課のもととなる所得金額】が58万円以下の人）

　■特別徴収（年金からの天引きの場合）
　…８月まで年金からお支払いいただく人は、10
　　月以降、軽減後の保険料額との差額を天引き
　　でいただきます。
　■普通徴収（納付書納付の場合）
　…７月納期分は７月中旬お届けの納付書で納め
　　てください。８月以降は８月中旬にお届けす
　　る新しい納付書での納付をお願いします。

580，000

33，999

▼保険料額決定通知書より以下の部分を確認ください
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　市内の小中学生とＡＬＴ

（外国語指導助手）にもっと

ふれあってもらおうと、Ｙ

ＡＳＵ海の駅クラブ主催の

交流イベントが行われまし

た。シーカヤックや砂浜で

のゲームに白熱し、先生た

ちと自然に会話する姿もみ

られ、約40人の参加者は楽

しい夏の日を過ごしました。

後期高齢も納付書納付の人は
口座振替が便利です！
（国保からの引き続きはできません）

７月にお送りした後期高齢者

の「保険料額の決定通知書」は

今回の軽減はされていません。

軽減の対象となる人には８月

に「変更通知書」をお送りし、軽

減後の保険料をお知らせします！

　後期高齢者医療制度の保険料を既に４月より年
金から天引きされている人、または10月より年金
から天引きされる予定の人のうち、次の要件をど
ちらか満たす場合、申請によって「口座振替」で納
付できます。

●本人の口座から口座振替する場合
　　…国保の保険料を滞納していないこと
●連帯納付義務者（世帯主または配偶者）の口座から
　口座振替する場合
　…本人の年金収入が180万円未満で連帯納付義
　　務者が国保の保険料を滞納していないこと
　

　次の２点を持って市役所市民保険課または各支
所で申請してください。
　●口座振替申込書の控え
　（金融機関で申込み手続きができます。要件が不安な
　人は市民保険課に問い合わせてください。）

　●印鑑

　平成20年８月15日（金）まで
　※期日までに申請した人は10月から、年金から
　　の天引きが中止されます

要 件

申請方法

申請締切

国保に入っちょた時
「口座引き落とし」に
しちょっても後期高齢には
引き続かんのかぁ…

改めて手続きせないかん！
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